
私立幼稚園等障害児教育費補助金交付要綱

（昭和 56 年３月９日付け学文第 818 号総務部長通知）

第１ 趣旨

知事は、私立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園（以下「幼稚園等」という。）の

障害児教育の充実及び向上並びに幼稚園等に在園する心身に故障を有するため教育上特

別な取扱いを要する幼児（以下「心身障害幼児」という。）に係る修学上の経済的負担

の軽減を図るため、県内において、幼稚園等を経営する学校法人及び学校法人以外の幼

稚園等設置者（以下「学校法人等」という。）であって、助成を申請するものに対し、

予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、私立学校振

興助成法（昭和 50 年法律第 61 号）、静岡県補助金等交付規則（昭和 31 年静岡県規則第

47 号）及びこの要綱の定めるところによる。

第２ 交付の対象

交付の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている学校法人等とする。

(1) 別に定める判定方法により判定された心身障害幼児を１人以上収容している幼稚園

等を設置していること。なお、収容している心身障害幼児が１人のみの幼稚園等につ

いては、当該幼稚園等に在学する幼児の在籍園児数が 80 人未満の場合に限り交付の

対象とする。

(2) 学校法人以外の幼稚園等設置者にあっては、学校法人化計画書を知事に提出し承認

されている者。

(3) 経理規程及び会計組織の整備等により、経理その他の事務処理が適正かつ合理的に

行われていること。

(4) 役員若しくは教職員の間又はこれらの者の間において訴訟その他の紛争があり、学

校法人等又はその設置する幼稚園等の運営が著しく阻害されていないこと。

(5) 学校法人等又はその設置する幼稚園等の運営上、著しく適正を欠く収入、支出又は

財産の運用がないこと。

(6) 破産宣告を受け、又は銀行取引停止処分を受けている等当該学校法人等の財政事情

が極度に窮迫しているものでないこと。

(7) 学校法人にあっては、監事が理事長の配偶者又は３親等以内の親族でないこと。

(8) 私立学校法（昭和 24 年法律第 270 号）、私立学校教職員共済法（昭和 28 年法律第

245 号）その他法令の規定に違反し、又は法令の規定に基づく所轄庁の処分に違反し

ていないこと。

(9) 日本私立学校振興・共済事業団に対する義務の履行及び公租公課の納付を怠ってい

ないこと。

(10)その他教育条件又は管理運営に適正を欠く学校法人等又はその設置する幼稚園等で

ないこと。



第３ 補助の対象及び補助額

(1) 補助の対象

補助の対象となる経費は、幼稚園等における心身障害児教育に係る経常的経費とす

る。ただし、開設後１年を経過していない幼稚園等の経常的経費を除く。

(2) 補助額

当該幼稚園等の５月１日現在の心身障害幼児数（だたし、年間を通して在園の見込み

がある場合に限る。）に別に定める額を乗じて得た額以内の額とする。

第４ 交付の申請

(1) 提出書類 各１部

ア 交付申請書（様式第１号）

イ 事業計画書（様式第２号）

ウ 資金収支予算書（様式第３号）

エ 資金状況調べ（様式第４号）（概算払承認申請をする場合に限る。）

オ 学校法人以外の幼稚園等設置者にあっては、学校法人化措置状況報告書（様式第

５号）

(2) 提出期限

別に定める日まで

第５ 交付の条件

次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 補助事業を中止する場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速や

かに知事に報告して、その指示を受けなければならないこと。

(2) 補助金に係る経理を明らかにする帳簿及び証拠書類並びに財務に関する計算書類を

整備し、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しておかなければならないこと

。

(3) 園則の変更届その他学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）その他法令

で定める諸届、諸報告を怠らないこと。

第６ 変更の承認申請

提出書類 各１部

ア 変更承認申請書（様式第６号）

イ 変更事業計画書（様式第２号）

ウ 変更資金収支予算書（様式第３号）

第７ 実績報告

(1) 提出書類 各１部

ア 実績報告書（様式第７号）

イ 事業実績書（様式第２号）

ウ 資金収支計算書（様式第３号）

(2) 提出期限

補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の４月 30 日まで



第８ 請求の手続

(1) 提出書類 １部

請求書（様式第８号）

(2) 提出期限

補助金交付確定通知書を受領した日から起算して 10 日を経過した日まで

第９ 概算払の請求手続

提出書類 １部

概算払請求書（様式第８号）

附 則

この要綱は、昭和 55 年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、昭和 60 年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成２年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成４年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成６年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成 11 年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成 20 年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成 24 年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、平成 27 年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和３年度分の補助金から適用する。

附 則

この改正は、令和６年度分の補助金から適用する。



様式第１号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

私立幼稚園等障害児教育費補助金交付申請書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

年度において私立幼稚園等障害児教育を実施したいので、補助金を交付されるよう

関係書類を添えて申請します。

なお、交付決定の上は、概算払されるよう併せて申請します。

1 交付申請

金額 円

2 概算払の承認申請

(1) 金額 円

(2) 理由

(3) 時期

口座振替先 金融機関名

支店名

口座種別

口座番号

口座名義人（カナ）

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名

設置者所在地

名 称

代 表 者 氏 名



様式第２号（用紙 日本工業規格Ａ４横型）

事業計画書（変更事業計画書、事業実績書）

設置者名

添付書類 事業計画書及び変更事業計画書には、次の書類を添付すること。

１ 幼児数及び教職員に関する調書（別紙１）

２ 心身障害児一覧（別紙２）

（注）１ 「経費科目」欄の人件費、○○費は、それぞれ学校法人会計基準による大科目の人件費支出及び経費支出に対応するものであるこ

と。

２ 財源の内訳の「その他」の欄には、寄附金等の額を記入すること。

３ 「事業概要」欄には、障害児教育費補助金を充当する事業について、所要経費の算出基礎を含め要点を簡明に記入すること。

幼稚園等名 経費科目 予算（決算）額

財 源 の 内 訳

事 業 概 要
障害児教育費

補助金充当

予定(済)額

設置者負担額 その他

園

人件費 円 円 円 円

費

計

合 計

人件費

費

計



別紙１（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

幼児数及び教職員に関する調書

（ 年５月１日現在）

１ 幼児数

(注)・ 幼稚園又は特定教育・保育施設（市町が施設型給付費の支給に係る施設として確認

する教育・保育施設）の別に記入すること。

・ 認定こども園にあっては、令和２年９月７日付け文部科学省高等教育局私学部私学

助成課事務連絡「令和３年度以降の幼稚園型認定こども園における私立高等学校等経

常費助成費補助金（幼稚園等特別支援教育経費）の取り扱いについて」の別添「幼保

連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園における私学助成(幼稚園等特別支援

教育経費)の対象について」において補助対象と判断される幼児数とすること。

・ 障害児数は、内数とすること。

２ 教職員数

(注)認定こども園にあっては、教諭を保育教諭に読み替えること。

ア 幼稚園(私学助成)の場合

区分 ５歳児 ４歳児 ３歳児 満３歳児 計 学級数

認可定員 人 人 人 人 人 学級

現 員

障害児数

イ 特定教育・保育施設の場合（類型について、下記のいずれかを選択）

□幼稚園

□幼稚園型認定こども園( □単独型 ・ □接続型 ・ □並列型 )

□幼保連携型認定こども園（ □旧接続型 ・ □旧並列型 ・ □新設 ）

区分
５歳児 ４歳児 ３歳児 満３歳児 計

１号 ２号 １号 ２号 １号 ２号 １号 ２号 １号 ２号

利用定員 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

現 員

障害児数

区分 園長 教頭 教諭 助教諭 事務職員 計

本務者 人 人 人 人 人 人 人 人

兼務者

計



３ 個別内訳

（注）１ 組名の（ ）内には、満３歳、３歳、４歳、５歳の別を記入すること。

２ 障害児専任者の氏名を備考欄に記入すること。

組名 担任名 副担任名 幼児数 うち障害児数 備考

（ ）

人 人

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

計



別紙２（用紙 日本工業規格Ａ４横型）

心身障害児一覧

（ 年５月１日現在）

通し

番号
幼児名 性別

生年月日等
組名

判定結果 判定機関
入園年月日 備考

生年月日 年齢 主障害 副障害 ① ②

(注) １ 年齢の欄には、４月１日現在の満年齢を記入すること。

２ 判定結果の欄には、医師等が当該幼児を判定した結果を、主障害と副障害とに分けて次の区分により記入すること。

障害区分：ア.視覚障害 イ.聴覚障害 ウ.知的障害 エ.肢体不自由 オ.病弱・虚弱 カ.言語障害 キ.情緒障害 ク.発達障害 ケ.その他

３ 判定機関の欄には、２の判定を行った医師等について、下記により記載すること。

・医 師 の 場 合 …①病院等名称 ②医師氏名

・その他の機関の場合 …①専門機関の名称 ②担当者氏名

・障害者手帳(※)の場合…①手帳の名称 ②発行機関名

※身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条に定める身体障害者手帳又は昭和 48 年９月 27 日付け厚生省発児第 156 号通知に基づく療育手帳

４ 認定こども園の場合は、備考欄に当該幼児に係る支給認定証の認定番号を記載すること。



様式第３号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

収支予算書（変更収支予算書、収支決算書）

幼稚園等名〔 〕

１ 収入の部

２ 支出の部

注）１ この収支予算書（変更収支予算書、収支決算書）は、幼稚園等ごとに作成すること。

２ 区分の欄には、学校法人会計基準の小科目単位で記載すること。

３ 変更収支予算書の場合は、変更前の金額を上段に括弧書きし、変更後の金額を下段に記

載すること。

区 分 予算（決算）額 備 考

円

計

区 分 予算（決算）額 算出の基礎

円

計



様式第４号（用紙 日本工業規格Ａ４横型）

資 金 状 況 調 べ

（注）１ 交付申請が概算払承認申請を兼ねる場合に添付すること。

２ 未経過の月分については、見込額を計上すること。

月別
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計

区分

収

入

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

計

支

出

計

差引残高



様式第５号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

学校法人化措置状況報告書

幼稚園等名

設置者氏名

学
校
法
人
化
の
た
め
の
資
産
の
充
実
状
況

園地を取得した。 ㎡

園舎を取得した。 ㎡

助成法附則第２条第３項の特別会計（幼稚

園会計）に自己財産を繰り入れた。
円

同上の特別会計で学校法人化のための積

立てを行った。
円

園地・園舎の取得のために具体的に貸主

と交渉した。（具体的に）

学
校
法
人
化
の
た
め
の
検
討
状
況

県に認可の手続きについて具体的に相談

した。

園内で検討会を行った。(具体的に)

学校法人化のための外部での研究会等へ

参加した。（具体的に）

これまでは特別な措置はしなかったが、○○年度

に○○する計画を策定した。（具体的に）

その他（具体的に）



様式第６号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

私立幼稚園等障害児教育計画変更承認申請書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定を受けた

私立幼稚園等障害児教育の計画を次のとおり変更したいので、承認されるよう関係書類

を添えて申請します。

１ 計画変更の理由

２ 変更の内容

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名

設置者所在地

名 称

代 表 者 氏 名



様式第７号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

実 績 報 告 書

第 号

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

年 月 日付け 第 号により補助金の交付の決定を受けた私立

幼稚園等障害児教育が完了したので、関係書類を添えて報告します。

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名

設置者所在地

名 称

代 表 者 氏 名



様式第８号（用紙 日本工業規格Ａ４縦型）

請 求 書（概算払請求書）

金 円

ただし、 年 月 日付け 第 号により補助金の交付

の確定（決定）を受けた私立幼稚園等障害児教育の補助金として、上記のとおり請求し

ます。

年 月 日

静岡県知事 氏 名 様

（注） 以下の項目についても記載すること。

責任者 職・氏名

作成者 職・氏名

設置者所在地

名 称

代 表 者 氏 名



私立幼稚園等障害児教育費補助金に係る心身障害児判定要領

１ 趣旨

この要領は、私立幼稚園等障害児教育費補助金交付要綱の対象となる心身障害児の判定

について必要な事項を定めるものとする。

２ 判定

心身障害児の判定は、幼稚園及び幼保連携型認定こども園（以下「幼稚園等」という。）

から提出された関係書類をもとに知事が行うものとする。

３ 幼稚園等における手続

幼稚園等は、平成19年４月1日付け 19文科初第 125号文部科学省初等中等教育局長通達「特

別支援教育の推進について」及び平成 25 年 10 月４日付け 25 文科初第 756 号文部科学省初

等中等教育局長通達「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について」

を参考として、心身障害児であると判断される幼児について個別の指導計画（別紙様式）

を作成し、次に掲げる書類を添え別に指定する期日までに知事に提出するものとする。

(1) 身体障害者福祉法（昭和 24 年法律第 283 号）第 15 条に定める身体障害者手帳又は

昭和 48 年９月 27日付け厚生省発第 156 号通知に基づく療育手帳の交付を受けている

幼児にあっては当該手帳の写し。

(2) 上記以外の幼児については専門医が作成した診断書又は証明書、若しくは障害に関す

る専門的知見を有する者による意見書。

(3) 認定こども園に在園する幼児にあっては(1)又は(2)の書類に加え、当該幼児に係る支

給認定証の写し。

＜参考＞

令和２年９月７日付け文部科学省初等中等教育局特別支援教育課事務連絡「令和３年

度以降の幼稚園型認定こども園における私立高等学校等経常費助成費補助金（幼稚園等

特別支援教育経費）の取り扱いについて」の別添「幼保連携型認定こども園及び幼稚園

型認定こども園における私学助成(幼稚園特別支援教育経費)の対象について」



年度 個別の指導計画

作成日［ 年 月 日］

記入者［ ］

１ 年度当初の障害児の状況

２ 年間目標

３ 具体的な幼児教育目標

４ 次年度への引き継ぎ事項、必要と思われる支援内容

ふりがな

氏 名

年齢別

クラス名

歳児
生年月日 年 月 日

障害区分
(該当する主たる障害に○をしてください)

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病・虚弱 言語障害 情緒障害 発達障害

日常の

あらわれ

知能指数

発達指数

(知的、情緒及び発達障害においては、記載してください。)

知能指数 ＩＱ（ ） 検査名（ ）検査日（ ）

発達指数 ＤＱ（ ） 検査名（ ）検査日（ ）

※検査を実施しない理由（ ）

指導上の

困難点

目 標 具体的な支援方法とあらわれ

年間目標

内 容 目 標 具体的な支援方法とあらわれ


